
  

一 

世
代
間
格
差
を
是
正
す
る
た
め
の
公
的
年
金
制
度
の
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
総
則 

 

一 

目
的 

 
 

 

こ
の
法
律
は
、
急
速
な
少
子
高
齢
化
の
進
展
に
伴
い
、
現
行
の
公
的
年
金
制
度
に
お
け
る
負
担
と
受
益
に
係
る
世
代
間

の
格
差
（
以
下
「
世
代
間
格
差
」
と
い
う
。
）
が
著
し
い
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
早
急
な
是
正
が
求
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
及
び
世
代
間
格
差
の
是
正
が
公
的
年
金
制
度
を
持
続
可
能
な
も
の
と
す
る
上
で
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
世
代

間
格
差
を
是
正
す
る
た
め
の
公
的
年
金
制
度
の
改
革
（
以
下
単
に
「
公
的
年
金
制
度
の
改
革
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、

そ
の
基
本
理
念
及
び
基
本
方
針
そ
の
他
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
総
合
的
に
推
進
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
一
条
関
係
） 

 

二 

基
本
理
念 

 
 

 

公
的
年
金
制
度
の
改
革
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 

① 

公
的
年
金
制
度
を
抜
本
的
に
見
直
し
、
高
齢
期
に
あ
る
国
民
の
生
活
の
安
定
に
資
す
る
た
め
の
公
的
年
金
に
つ
い

て
、
被
保
険
者
の
属
す
る
世
代
に
か
か
わ
ら
ず
、
被
保
険
者
が
平
均
寿
命
に
達
し
た
時
点
に
お
い
て
そ
の
負
担
と
受



 

二 

益
が
お
お
む
ね
均
衡
す
る
仕
組
み
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
② 

公
的
年
金
制
度
に
つ
い
て
、
保
険
料
そ
の
他
の
費
用
の
負
担
に
関
し
各
世
代
の
理
解
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
と

と
も
に
、
国
民
の
就
労
形
態
の
多
様
化
等
に
適
応
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
一
元
的
で
、
か
つ
、
簡
素
で
透
明
性

の
高
い
仕
組
み
と
す
る
こ
と
。 

 
 

（
第
二
条
関
係
） 

 

三 

国
の
責
務 

 
 

 

国
は
、
二
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
公
的
年
金
制
度
の
改
革
を
推
進
す
る
責
務
を
有
す
る
こ
と
。
（
第
三
条
関
係
） 

 

四 

改
革
の
実
施
及
び
目
標
時
期 

 
 

 

政
府
は
、
第
二
の
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
公
的
年
金
制
度
の
改
革
を
行
う
も
の
と
し
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ

い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
二
年
以
内
を
目
途
と
し
て
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

 

（
第
四
条
関
係
） 

第
二 

公
的
年
金
制
度
の
改
革
の
基
本
方
針 

 

一 

新
た
な
公
的
年
金
制
度
の
創
設 

 
 

１ 

公
的
年
金
制
度
の
改
革
に
お
い
て
は
、
一
に
よ
り
、
新
た
な
公
的
年
金
制
度
を
創
設
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 



  

三 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
五
条
第
一
項
関
係
） 

 
 

２ 

新
た
な
公
的
年
金
制
度
は
、
被
保
険
者
が
支
払
っ
た
保
険
料
及
び
そ
の
運
用
収
入
を
そ
の
者
に
係
る
公
的
年
金
給
付

を
行
う
た
め
の
積
立
金
と
す
る
仕
組
み
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
五
条
第
二
項
関
係
） 

 
 

３ 

新
た
な
公
的
年
金
制
度
は
、
原
則
と
し
て
、
世
代
別
年
金
被
保
険
者
集
団
（
一
定
の
期
間
ご
と
に
そ
の
期
間
内
に
出

生
し
た
者
で
構
成
さ
れ
る
公
的
年
金
制
度
の
被
保
険
者
の
集
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
に
、
支
払
わ
れ
る
保
険

料
及
び
そ
の
運
用
収
入
の
総
額
と
公
的
年
金
給
付
の
総
額
と
が
均
衡
す
る
仕
組
み
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
五
条
第
三
項
関
係
） 

 
 

４ 

新
た
な
公
的
年
金
制
度
は
、
全
て
の
国
民
が
加
入
す
る
単
一
の
制
度
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
五
条
第
四
項
関
係
） 

 
 

５ 

新
た
な
公
的
年
金
制
度
に
お
い
て
被
保
険
者
が
支
払
う
べ
き
保
険
料
は
、
そ
の
所
得
の
額
を
基
礎
と
す
る
額
に
、
就

労
形
態
等
を
問
わ
ず
、
世
代
別
年
金
被
保
険
者
集
団
ご
と
に
一
律
に
定
め
ら
れ
る
保
険
料
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る

も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
五
条
第
五
項
関
係
） 

 
 

６ 

新
た
な
公
的
年
金
制
度
に
お
い
て
は
、
被
用
者
で
あ
る
被
保
険
者
に
係
る
保
険
料
に
つ
い
て
、
事
業
主
に
負
担
さ
せ



 

四 

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
被
用
者
で
あ
る
被
保
険
者
の
保
険
料
の
負
担
の
増
加
を
考
慮
し
て
そ

の
賃
金
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
五
条
第
六
項
関
係
） 

 
 

７ 

新
た
な
公
的
年
金
制
度
に
お
け
る
積
立
金
の
運
用
は
、
安
全
で
、
か
つ
、
物
価
の
変
動
に
対
応
で
き
る
複
数
の
方
法

の
中
か
ら
被
保
険
者
が
選
択
し
た
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 

 

（
第
五
条
第
七
項
関
係
） 

 
 

８ 

新
た
な
公
的
年
金
制
度
の
財
政
運
営
は
、
特
別
会
計
を
設
け
て
行
う
も
の
と
し
、
二
の
３
及
び
三
の
繰
入
れ
を
除
き
、

当
該
特
別
会
計
へ
の
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
れ
は
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 

（
第
五
条
第
八
項
関
係
） 

 
 

９ 

新
た
な
公
的
年
金
制
度
の
財
政
運
営
に
つ
い
て
は
、
世
代
別
年
金
被
保
険
者
集
団
ご
と
に
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ
ぞ

れ
８
の
特
別
会
計
に
勘
定
を
設
け
て
整
理
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
の
世
代
別
年
金
被
保
険

者
集
団
に
係
る
勘
定
か
ら
他
の
世
代
別
年
金
被
保
険
者
集
団
に
係
る
公
的
年
金
給
付
の
財
源
に
充
当
す
る
た
め
の
当
該

他
の
世
代
別
年
金
被
保
険
者
集
団
に
係
る
勘
定
へ
の
繰
入
れ
は
、
予
測
し
難
い
事
象
の
発
生
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場

合
を
除
い
て
行
わ
な
い
も
の
と
し
、
当
該
繰
入
れ
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
が
国
民
に
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
五
条
第
九
項
関
係
） 



  

五 

 
二 

新
た
な
公
的
年
金
制
度
へ
の
移
行
を
直
ち
に
行
う
た
め
の
措
置 

 
 

１ 

新
た
な
公
的
年
金
制
度
は
、
そ
の
実
施
前
の
公
的
年
金
制
度
（
以
下
「
旧
公
的
年
金
制
度
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る

被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
者
に
も
適
用
す
る
も
の
と
し
、
新
た
な
公
的
年
金
制
度
の
実
施
後
に
支
給
す
べ
き
そ
の
者
に

係
る
公
的
年
金
給
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
被
保
険
者
期
間
に
対
応
す
る
部
分
も
含
め
、
新
た
な
公
的
年
金
制
度
に
基
づ

い
て
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
第
六
条
第
一
項
関
係
） 

 
 

２ 

１
の
者
に
対
す
る
新
た
な
公
的
年
金
制
度
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
に
係
る
新
た
な
公
的
年
金
制
度
に
お
け
る

公
的
年
金
給
付
の
う
ち
旧
公
的
年
金
制
度
に
お
け
る
被
保
険
者
期
間
に
係
る
分
と
し
て
、
旧
公
的
年
金
制
度
に
お
け
る

公
的
年
金
給
付
の
額
の
算
定
方
法
を
踏
ま
え
、
そ
の
者
の
旧
公
的
年
金
制
度
に
お
け
る
保
険
料
の
納
付
の
状
況
等
に
応

じ
て
算
定
し
た
額
（
当
該
額
が
一
定
の
基
準
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
超
え
る
額
の
一
部
を
控
除
し
た
額
）
を
そ

の
者
に
支
給
す
る
た
め
に
必
要
な
積
立
金
の
額
を
算
出
し
、
こ
れ
を
新
た
な
公
的
年
金
制
度
の
実
施
時
に
お
け
る
そ
の

者
に
係
る
積
立
金
の
額
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

（
第
六
条
第
二
項
関
係
） 

 
 

３ 

２
の
場
合
に
お
い
て
、
新
た
な
公
的
年
金
制
度
に
お
け
る
個
々
の
積
立
金
の
額
と
み
な
さ
れ
た
額
を
合
計
し
た
額
と

新
た
な
公
的
年
金
制
度
の
実
施
の
際
現
に
存
す
る
旧
公
的
年
金
制
度
に
係
る
積
立
金
の
総
額
と
の
差
額
に
つ
い
て
は
、



 

六 

長
期
間
に
わ
た
り
、
毎
年
度
一
般
会
計
か
ら
一
の
８
の
特
別
会
計
へ
の
一
定
の
金
額
の
繰
入
れ
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

補
塡
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
六
条
第
三
項
関
係
） 

 
 

４ 
一
の
世
代
別
年
金
被
保
険
者
集
団
に
係
る
勘
定
に
お
い
て
３
の
繰
入
れ
が
行
わ
れ
て
も
な
お
公
的
年
金
給
付
を
行
う

上
で
積
立
金
が
一
時
的
に
不
足
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
勘
定
に
お
い
て
国
債
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
、
当
該
国
債
は
、
他
の
世
代
別
年
金
被
保
険
者
集
団
に
係
る
勘
定
に
お
い
て
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
六
条
第
四
項
関
係
） 

 

三 

低
所
得
者
の
保
険
料
の
負
担
の
軽
減
等 

 
 

 

新
た
な
公
的
年
金
制
度
に
お
け
る
低
所
得
者
の
保
険
料
の
負
担
の
軽
減
及
び
新
た
な
公
的
年
金
制
度
に
お
い
て
福
祉
的

な
給
付
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
に
よ
る
低
所
得
者
へ
の
影
響
の
緩
和
に
つ
い
て
は
、
給
付
付
き
税
額
控
除
（
給
付
と
税
額
控

除
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
て
行
う
仕
組
み
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
い
う
。
）
の
導
入
に
よ
り
対
応
す
る
も
の
と
し
、

そ
の
導
入
ま
で
の
間
に
限
り
、
保
険
料
の
減
免
の
措
置
及
び
こ
れ
に
伴
う
一
般
会
計
か
ら
一
の
８
の
特
別
会
計
へ
の
繰
入

れ
の
措
置
並
び
に
福
祉
的
な
給
付
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

（
第
七
条
関
係
） 

第
三 

施
行
期
日 



  

七 

 
 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
関
係
） 


